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（開示事項の経過）子会社の設立及び会社分割（吸収分割） 

による事業承継に関するお知らせ 
 

 

当社は、本日開催の取締役会において、内田写真株式会社（所在地：大阪市北区天神橋

２丁目１番58号、以下「分割会社」といいます。）から、写真撮影業等を会社分割（以下

「本件分割」といいます。）により、当社が新たに名称を内田写真株式会社として設立し

た子会社（所在地：京都市右京区西院高田町34番地、以下「承継会社」といいます。）に

承継する吸収分割契約を本日付で締結すること及びその詳細を決議いたしましたので、お

知らせいたします。 

記 

 
 本開示は、2018年 12月７日に公表いたしました「子会社の設立及び会社分割（吸収分割）

による事業承継に関するお知らせ」の経過報告です。 
 
１．会社分割の要旨 

（１）本件分割の日程 

基本合意書締結承認取締役会 2018年12月７日 

基本合意書締結日 2018年12月７日 

承継会社設立日 2018年12月19日 

吸収分割契約締結承認取締役会 2019年１月10日 

吸収分割契約締結日 2019年１月10日 

吸収分割の効力発生日 2019年３月１日（予定） 

 

（２）本件分割に係る割当ての内容 

承継会社は、本件分割に際し、分割会社に対して承継する資産等の対価として 
571百万円の金銭を交付いたします。 

 

２．承継する事業部門の概要 

（１）承継する部門の経営成績 

売上高 1,459 百万円（2017 年 12月期） 

なお、分割会社はホテルや結婚式場等から業務を受託しておりますが、分割会社の

売上高はこれらホテルや結婚式場等へ支払う業務受託手数料控除前の総額が計上され

ております。一方で、本件分割後の承継会社の売上高は、これら業務受託手数料控除

後の純額を売上計上することから、売上高計上の会計処理が異なります。 
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（２）承継する資産、負債の項目及び帳簿価額 

（単位：百万円） 

資産 負債 

項 目 帳 簿 価 額 項 目 帳 簿 価 額 

流 動 資 産 22  固 定 負 債 9  

固 定 資 産 891    

合 計 914 合 計 9 

（注）上記の資産、負債の項目及び帳簿価額は、2017 年 12 月 31 日現在の貸借対照表を基準とし

て算出しており、実際の金額は上記金額に効力発生日前日までの増減を加除した金額とな

ります。 

 

 

以 上 
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